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2あげまつ議会だより　第 194号

　令和 8年度当初予算は３日に上程され予算説明の後１３日に審議され、原案通り可決されました。

令和８年度 一般会計 当初予算　令和８年度 一般会計 当初予算　４０４０億億２，６６８２，６６８万万２２千円千円

2

予備費予備費
９１９万円

公債費公債費
５億７，７３７万円

長期借入金　元金・
利子償還事業

教育費教育費
３億７，４８６万円

災害復旧費災害復旧費
４６万円

消防費消防費
１億７，３８５万円

上松小学校事業、上松中学校事業、
公民館事業、社会体育事業（ゆうゆ
うクラブ委託料）、
町民プール事業、
放課後学童クラブ
支援事業

公共土木施設単独災害復旧事業常備消防事業、非常備消防事業、
消防施設事業、
防災対策事業、
防災行政無線
管理事業　

一 般 会 計一 般 会 計
当 初 予 算 の当 初 予 算 の
使 い 道使 い 道

議会費議会費
４，１２２万円

総務費総務費
８億４，１９８万円

議員報酬、
議会報作成費

庶務一般、町有財産管理、
町営住宅管理、コミュニティ交通
事業、まちづくり事業、
地域おこし協力隊事業、
移住定住促進事業

衛生費衛生費
３億９０６万円

労働費労働費
１３８万円

民生費民生費
８億８，１３８万円

予防事業、
母子衛生事業、
清掃総務事業、
リサイクル事業

木曽勤労者共済会負担金社会福祉費総務事業、障がい者
自立支援事業、
老人福祉総務事
業、後期高齢者
医療事業

商工費商工費
１億４，８５５万円

土木費土木費
４億９，９５６万円

農林水産業費農林水産業費
１億６，７７７万円

商工振興事業
（商工会育成補助金）、
観光振興事業
（観光協会補助金）

農業委員会事業、中
山間地域農業直接支
払事業、農業振興費、
吉野小水力発電事業、
林業振興事業、有害
鳥獣駆除事業

道路施設修繕事業、橋梁長寿命
化修繕事業、河川管理事業、
公園管理事業、
公共下水道事業、
国土調査事業
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　（　　新規事業）
まちづくり事業	 ７０７万円
　　上松町地域づくり支援金（仮称）他
地域おこし協力隊事業	 １，３１４万円
コミュニティ交通事業	 ４，３４２万円
　バス運行委託料（デマンド乗合タクシー含）
福祉医療事業	 ２，８２０万円
　　医療費助成のオンライン資格確認システム委託料
予防事業	 １，７２５万円
　　風疹予防接種業務委託料他
国県関連事業	 ３，０４９万円
　　整備工事（土砂処理場 )
橋梁長寿命化修繕事業	 １億３，３３８万円
　　滑川橋、大畑橋、木曽広域連合負担金他
吉野小水力発電事業	 １，４８５万円
　農業用施設修繕費用他
有害鳥獣駆除事業	 １，４０２万円
　緩衝帯整備委託他
観光振興事業	 ３，４４２万円
　上松町観光協会補助、観光案内所業務他
町営住宅管理総務事業	 ３，２１５万円
　旭町コーポ借上料他
定住促進住宅建設事業	 ９５７万円
　田代ハイツ外構工事

令和 8 年度の主な事業

令和８年度　特別会計・公営企業会計当初予算令和８年度　特別会計・公営企業会計当初予算
国民健康保険特別会計	 	 ４億３，７５８万円
後期高齢者医療特別会計	 	 ９，８３８万円
奨学金特別会計	 	 ５６０万円
水道事業会計	 収益的収入	 ２億３，７２１万円	 資本的収入	 ６，２１９万円
 	 収益的支出	 ２億３，７２１万円	 資本的支出	 １億３２２万円
下水道事業会計	 収益的収入	 １億８，２１７万円	 資本的収入	 ６，４８７万円
	 収益的支出	 １億８，２０８万円	 資本的支出	 １億３，６０１万円

長寿命化修繕予定の大畑橋長寿命化修繕予定の大畑橋

コミュニティバスコミュニティバス

吉野小水力発電所吉野小水力発電所

新

新

新

新

新

新

一
般
会
計
歳
出

鈴
木
議
員　
情※
①
報
公
開
請
求
や
開
示

請
求
は
予
算
の
ど
こ
に
入
っ
て
い
る

か
。

Ａ　

情
報
公
開
は
町
の
条
例
で
定
め

ら
れ
て
お
り
、
職
員
が
対
応
す
る
の

で
予
算
計
上
は
な
い
。　

　

但
し
審※
②

査
請
求
が
上
が
っ
た
場
合

は
、
広
域
連
合
へ
諮
問
す
る
条
例
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
広
域
連
合
分
担

金
・
負
担
金
と
し
て
計
上
さ
れ
る
。

鈴
木
議
員　
情
報
公
開
請
求
は
令
和

七
年
度
で
何
件
あ
っ
た
か
。

Ａ　

十
三
件
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
令

和
六
年
度
の
審
査
請
求
は
五
件
木
曽

広
域
連
合
に
上
が
っ
て
い
る
。

※
①
情
報
公
開
請
求

国
民
が
行
政
機
関
に
対
し
て
行
政

文
書
の
開
示
を
請
求
で
き
る
制
度
。

※
②
審
査
請
求

行
政
機
関
の
違
法
ま
た
は
不
当
な

処
分
や
不
作
為
に
対
し
、
国
民
が

不
服
を
申
し
立
て
て
、
行
政
庁
が

審
査
す
る
手
続
き
。

山
村
議
員　
関
連
し
て
、
五
件
あ
っ

た
と
い
う
事
は
五
十
万
円
広
域
連
合

に
支
出
し
て
い
る
の
か
。

Ａ　

広
域
連
合
で
審
査
委
員
会
が
開

主

な

質

疑

応

答
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催
さ
れ
予
算
化
さ
れ
て
、
町
の
方
に

負
担
金
と
し
て
要
求
さ
れ
る
。
令
和

七
年
度
は
三
件
分
請
求
予
定
で
あ
る
。

二
十
七
万
円
を
見
込
ん
で
い
る
。

山
村
議
員　
審
査
請
求
す
る
人
は
上
松

町
の
人
だ
と
思
う
。
町
の
負
担
金
と
言

う
こ
と
は
、
町
の
税
金
か
ら
出
て
い
る

こ
と
に
釈
然
と
し
な
い
が
。

Ａ　

始
め
に
公
文
書
の
開
示
請
求
が
上

が
り
、
町
側
で
開
示
不
開
示
の
決
定
を

行
い
、
請
求
者
側
が
疑
問
を
持
つ
と
、

審
査
請
求
が
上
が
る
。
そ
れ
を
木
曽
広

域
連
合
に
送
る
流
れ
と
な
る
。

　

町
側
の
開
示
の
内
容
と
請
求
者
側
の

求
め
る
も
の
と
の
差
異
が
有
る
場
合
、

木
曽
広
域
連
合
審
査
会
で
公
平
さ
を
審

査
し
て
い
た
だ
く
の
で
町
か
ら
の
支
出

と
な
る
。

水
澤
議
員　
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
地
域

づ
く
り
補
助
金
と
は
。

Ａ　

今
は
一
地
区
あ
た
り
五
万
円
の
ま

ち
づ
く
り
交
付
金
を
行
っ
て
い
る
。
新

た
に
仮
称
だ
が
、
上
松
町
地
域
づ
く
り

支
援
金
み
た
い
な
も
の
を
考
え
て
い

る
。
一
団
体
下
限
が
五
万
円
、
上
限
が

三
十
万
円
と
し
て
い
る
。
対
象
者
は
伝

統
芸
能
の
継
承
団
体
や
、
商
工
業
者
な

ど
地
域
の
活
性
化
や
新
規
性
、
継
続
性

が
あ
る
も
の
が
対
象
と
な
る
。
四
月
の

駐
在
員
会
議
で
説
明
し
た
い
。

土
木
費

森
議
員　
旭
町
コ
ー
ポ
の
借
り
上
げ
料
は

い
く
ら
か
。

Ａ　

一
部
屋
九
万
円
掛
け
る
二
十
四
室
で

総
額
二
千
五
百
九
十
二
万
円
で
あ
る
。

森
議
員　
以
前
質
問
し
た
際
に
長
期
継
続

負
担
と
聞
い
た
が
、
顧
問
弁
護
士
に
確
認

し
た
か
。

Ａ　

弁
護
士
に
確
認
と
言
う
よ
り
も
、
地

方
自
治
法
に
あ
る
長
期
継
続
契
約
は
不
動

産
の
場
合
に
は
可
能
で
あ
る
。

森
議
員　
現
在
七
割
世
帯
が
空
室
に
な
っ

て
い
る
の
は
無
駄
な
税
金
支
出
で
は
な
い

か
。

Ａ　

雇
用
促
進
で
企
業
に
貸
し
て
い
る
賃

貸
料
は
契
約
済
み
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、

全
額
室
料
は
入
っ
て
き
て
い
る
。
定
住
促

進
で
は
一
室
が
空
い
て
い
る
。
早
急
に
満

室
に
な
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
く
。

教
育
費

山
本
議
員　
ゆ
う
ゆ
う
ク
ラ
ブ
に
七
百

五
十
万
円
の
委
託
料
を
出
し
て
い
る
が
、

ゆ
う
ゆ
う
ク
ラ
ブ
は
会
費
を
集
め
て
い
る
。

町
に
は
い
く
ら
入
る
か
。

Ａ　

施
設
使
用
料
は
全
額
町
に
入
る
。
保

険
料
も
保
険
会
社
に
支
払
い
、
ゆ
う
ゆ
う

ク
ラ
ブ
の
収
入
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

森
議
員　
来
年
度
か
ら
全
国
で
給
食
費
無

償
化
に
な
る
が
、
昨
年
度
の
上
松
町
の
実

績
は
い
く
ら
か
。

Ａ　

令
和
六
年
度
で
全
体
で
四
千
九
百
万

円
か
か
っ
て
い
る
。
令
和
八
年
度
で
は

七
百
八
十
九
万
三
千
円
が
収
入
と
な
る
。

森
議
員　
無
償
化
に
よ
り
国
か
ら
入
っ
て

く
る
補
助
金
で
浮
い
た
お
金
で
小
学
生
の

生
徒
、
世
帯
に
対
し
何
か
補
助
助
成
を
す

る
考
え
は
な
い
か
。

Ａ　

上
松
町
の
給
食
費
無
償
化
の
財
源
は

過
疎
の
ソ
フ
ト
事
業
で
起
債
を
し
て
充
当

し
て
い
る
。
一
般
財
源
で
は
な
い
の
で
小

中
学
生
に
対
し
て
の
支
援
は
考
え
て
い
な

い
。

水
澤
議
員　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
第
三
の
居
場
所

の
ス
タ
ッ
フ
の
処
遇
改
善
の
補
助
金
が
あ

る
と
聞
い
た
が
、
申
請
は
ど
う
な
っ
て
い

る
か
。

Ａ　

改
善
補
助
金
と
い
う
メ
ニ
ュ
ー
が
あ

る
が
、
年
間
二
百
五
十
日
開
場
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
十
八
時
三
十
分
以
降
ま
で

開
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
基
準
を

ク
リ
ヤ
ー
す
る
こ
と
が
厳
し
く
手
を
挙
げ

て
い
な
い
。

水
澤
議
員　
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
移
設

と
の
話
が
あ
っ
た
が
、
利
用
者
や
保
護
者

へ
の
説
明
は
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
。

Ａ　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
と
き
っ
こ
ろ
の

関
係
、
第
三
の
居
場
所
と
言
う
こ
と
で
三

通
り
の
見
開
き
で
わ
か
る
よ
う
な
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
作
り
配
布
し
て
い
る
。
住
民
へ

は
四
月
以
降
広
報
な
ど
で
わ
か
り
や
す
く

説
明
を
し
た
い
。

令和７年度　一般・特別・公営事業会計補正予算
一般会計（第６号）	 補正額	 △５，５７９万円	 総額	 ４４億１２４万円
主な歳入	 	
　国庫支出金	 社会保障・税番号制度システム整備	 ２５２万円
　県支出金	 ＵＩＪターン移住支援補助金（実績による減）	 △４０５万円
　繰入金	 財政調整基金繰入金	 △４，０３３万円
	 ひのきの里あげまつふるさと基金	 △３２３万円
　町債	 過疎対策事業債ほか	 △９４０万円
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条例制定及び改正等の議決結果
３月定例会
報 告 専決処分した事件の報告について （損害賠償の額の決定について） ー

条 例

上松町宿泊税交付金基金条例の制定について 可　決

上松町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について 可　決

上松町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条
例について 可　決

上松町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 可　決

上松町ポイ捨て禁止条例の一部を改正する条例について 可　決

上松町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資
格基準に関する条例の一部を改正する条例について 可　決

上松町課設置条例の一部を改正する条例について 可　決

上松町過疎地域持続的発展計画の変更について 可　決

第６次上松町総合計画（後期基本計画）の策定について 可　決

主な歳出	 	
　総務費	 住民基本台帳事業（旧氏及び振り仮名の記載に係る戸籍附票改修他）
	 	 ２５２万円
　民生費	 子ども第三の居場所運営委託料（実施による減）	 △３０７万円
　衛生費	 水道事業会計繰出金事業	 △９８３万円
　農林水産業費	 林業振興事業（田口・灰沢団地整備事業費減ほか）	 △５３４万円
　土木費	 下水道事業会計繰出金事業	 △６００万円
	 	
奨学金特別会計（第２号）	 補正額	 ８千円	 総額	 ３１４万円
	 	
水道事業会計（第５号）	 	
	 収益的収入	 補正額 	 △９８９万円	 総額	 ２億３，２０２万円	
	 収益的支出	 補正額 	 △９８７万円	 総額	 ２億３，２０２万円	
	 資本的収入	 補正額	 ９８万円	 総額 	 ４，３４０万円	
	 資本的支出	 補正額	 △  ８万円	 総額	 ８，９８５万円	
	 	
下水道事業会計（第３号）	 	
	 収益的収入	 補正額	 △６００万円	 総額	 １億７，５１６万円	
	 収益的支出	 補正額	 △６５４万円	 総額	 １億７，４３２万円	
	 資本的収入	 補正額	 △ １，１７０万円	 総額	 ６，３１６万円	
	 資本的支出	 補正額	 △４８６万円	 総額	 １億２，９５１万円	

2 月臨時会　専決処分等の議決結果
２月臨時会　令和８年２月５日

専決処分
令和７年度上松町一般会計補正予算（第５号） 

　　補正額　１億３,２９０万円　総額　４４億５,７０３万円 承 認

契　 約
工事請負契約の締結について

（令和７年度下河原運動場芝公園トイレ新築および旧トイレ解体工事） 可 決
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指定管理 ねざめホテルの指定管理者の指定について 可　決

変 更
木曽広域連合ふるさと基金に係る出資金の権利一部放棄について 可　決

松塩筑木曽老人福祉施設組合規約の変更について 可　決

補正予算

令和７年度上松町一般会計補正予算（第６号） 可　決

令和７年度上松町奨学金特別会計補正予算（第２号） 可　決

令和７年度上松町水道事業会計補正予算（第５号） 可　決

令和７年度上松町下水道事業会計補正予算（第３号） 可　決

当初予算

令和８年度上松町一般会計予算 可　決

令和８年度上松町国民健康保険特別会計予算 可　決

令和８年度上松町後期高齢者医療特別会計予算 可　決

令和８年度上松町奨学金特別会計予算 可　決

令和８年度上松町水道事業会計予算 可　決

令和８年度上松町下水道事業会計予算 可　決

同 意 上松町監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて 同 意

諮 問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 同 意

陳 情
消炎鎮痛剤や抗アレルギー薬など、薬の追加負担を行わないことを求める陳情 採 択

木曽の司法をあきらめない協議会の設立及び活動に関する陳情 採 択

発 議

上松町議会ハラスメント防止条例の制定について 可　決

消炎鎮痛剤や抗アレルギー薬など、薬の追加負担を行わないことを求める意見
書（案） 可　決

上松町議会議員 森 茂雄氏の議員辞職勧告決議について 可　決

　

今
後
の
事
業
実
施
に
あ
た
り
、
過
疎
対

策
事
業
債
（
過
疎
債
）
等
の
財
源
を
活
用

で
き
る
よ
う
、
計
画
に
具
体
的
な
事
業
項

目
を
追
加
・
整
理
す
る
も
の
。
令
和
八
年

二
月
十
日
付
で
長
野
県
よ
り
同
意
済
み
。

議
決
後
、
国
へ
の
提
出
。

⑴
移
住
・
定
住
・
地
域
間
交
流
の
促
進
、

人
材
育
成
：「
空
き
家
活
用
定
住
促
進
住

宅
改
修
事
業
」
を
追
加
。
過
疎
地
域
持
続

的
発
展
特
別
事
業
と
し
て
「
空
き
家
解
体

促
進
事
業
」「
地
域
づ
く
り
支
援
事
業
」「
民

間
賃
貸
住
宅
整
備
促
進
補
助
金
事
業
」
を

追
加
。

⑵
産
業
振
興
に
係
る
基
盤
整
備・観
光
等：

　
「
国
道
十
九
号
木
曽
川
右
岸
道
路
ア
ク

セ
ス
道
路
整
備
」
を
追
加
。
既
存
施
設
の

解
体
費
や
観
光
関
連
施
設
の
改
修
費
を
追

加
。県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業（
滑

川
島
多
目
的
広
場
整
備
）
を
追
加
。

⑶
交
通
施
設
の
整
備・交
通
手
段
の
確
保：

市
町
村
道
と
し
て
「
寝
覚
線
」「
駅
前
線
」

「
荻
原
小
学
校
線
」
を
追
加
。
橋
梁
と
し

て
「
上
麝
香
沢
橋
」「
木
賊
橋
」「
沖
田
跨

線
橋
」「
見
帰
歩
道
橋
」「
上
松
歩
道
橋
」

を
追
加
。
特
別
事
業
と
し
て
「
デ
マ
ン
ド

乗
合
タ
ク
シ
ー
」
を
追
加
。

⑷
生
活
環
境
の
整
備
：「
廃
棄
物
処
理
施

設
整
備
事
業
」
を
追
加
。
消
防
施
設
と
し

て
「
指
揮
隊
車
両
整
備
事
業
」
お
よ
び
「
資

機
材
搬
送
車
整
備
事
業
」
を
追
加
。

⑸
子
育
て
環
境
・
保
健
福
祉
の
向
上
：
児

童
福
祉
施
設
に
「
遊
戯
室
エ
ア
コ
ン
設
置

事
業
」を
追
加
。
高
齢
者
福
祉
施
設
に「
配

食
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
移
転
整
備
事
業
」

を
追
加
。「
ひ
の
き
の
里
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
修
繕
事
業
」
を
追
加
。

⑹
教
育
の
振
興
：
上
松
小
学
校
・
上
松
中

学
校
の
教
室
棟
照
明
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
、
外
壁
改

修
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
改
修
を
追
加
。
体

育
館
へ
の
空
調
設
備
設
置
（
小
学
校
・
中

学
校
）
を
追
加
。
教
職
員
住
宅
の
改
修
事

業
、
Ｂ
＆
Ｇ
プ
ー
ル
施
設
整
備
、
社
会
体

育
館
整
備
を
追
加
。
公
民
館
や
運
動
場
の

照
明
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
追
加
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
整

備
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
配
置
、
学
校
給
食
セ

ン
タ
ー
の
維
持
管
理
等
を
追
加
。

⑺
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
促
進
：

特
別
事
業
と
し
て
「
地
球
温
暖
化
対
策
事

業
」
を
追
加
。

主
な
質
疑

森
議
員　

 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業

の
「
目
的
」
は
何
か
。
森
林
が
九
十
五
％

を
占
め
る
上
松
町
で
は
、
太
陽
光
パ
ネ
ル

よ
り
も
森
林
整
備
の
方
が
脱
炭
素
へ
の
貢

献
度
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。

Ａ　

目
的
は
「
脱
炭
素
」。
今
回
の
変
更

は
過
疎
債
活
用
の
た
め
の
事
業
整
理
だ
が
、

意
見
は
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
今
後

具
体
的
な
事
業
案
が
出
れ
ば
計
画
へ
の
追

加
を
検
討
し
た
い
。

上
松
町
過
疎
地
域

持
続
的
発
展
計
画
の
変
更
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主

な

質

疑

応

答

①
上
松
町
宿
泊
税
交
付
金
基
金
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

【
制
定
理
由
】
令
和
八
年
六
月
一
日
に
長

野
県
宿
泊
税
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

長
野
県
か
ら
交
付
さ
れ
る
交
付
金
を
運
用

す
る
た
め
の
基
金
条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

②
上
松
町
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
に

つ
い
て

【
制
定
理
由
】
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
者
が
事
業
を
開
始
す

る
に
当
た
り
、
給
付
の
対
象
と
な
る
か
否

か
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
利
用
定
員

や
運
営
に
関
す
る
必
要
な
基
準
を
定
め
る

も
の
。

③
上
松
町
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給

与
、
服
務
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
改
正
理
由
】
団
員
が
年
々
減
少
し
て
い

る
現
状
か
ら
定
員
と
年
齢
の
上
限
を
改
め

る
も
の
。

④
上
松
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
改
正
理
由
】
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
改
正
に
伴
う
政
令
の
改
正
に
よ
り
、
非

常
勤
消
防
団
員
等
に
対
す
る
損
害
補
償
に

係
る
補
償
基
礎
額
及
び
扶
養
に
係
る
補
償

基
礎
額
の
加
算
額
が
改
定
さ
れ
、
こ
れ
に

準
じ
て
改
定
す
る
も
の
。

⑤
上
松
町
ポ
イ
捨
て
禁
止
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
改
正
理
由
】
上
松
町
保
健
委
員
会
が

令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
を
も
っ
て

解
散
し
た
こ
と
に
よ
り
、
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
。

⑥
上
松
町
水
道
布
設
工
事
監
督
者
の
配

置
基
準
及
び
資
格
基
準
並
び
に
水
道

技
術
管
理
者
の
資
格
基
準
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

【
改
正
理
由
】
水
道
法
施
行
令
等
の
法

令
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
布
設
工

事
監
督
者
等
の
資
格
要
件
を
改
正
す
る

も
の
。

⑦
木
曽
広
域
連
合
ふ
る
さ
と
基
金
に
係

る
出
資
金
の
一
部
放
棄
に
つ
い
て

【
放
棄
理
由
】
木
曽
広
域
連
合
が
事
業

実
施
す
る
た
め
の
基
金
取
り
崩
し
に
つ

い
て
、
構
成
町
村
の
議
決
を
求
め
る
も

の
。

⑧
松
塩
筑
木
曽
老
人
福
祉
施
設
組
合
規

約
の
変
更
に
つ
い
て

【
変
更
理
由
】
組
合
の
構
成
市
町
村
が

経
費
を
負
担
す
る
に
当
た
り
、
経
費
の

区
分
に
応
じ
た
負
担
を
行
う
た
め
、
組

合
経
費
区
分
と
負
担
割
合
を
変
更
す
る

も
の
。　

⑨
上
松
町
課
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

【
改
正
理
由
】
近
年
の
業
務
の
多
様
化

に
対
応
す
る
為
に
組
織
機
構
を
改
正
す

る
。
産
業
観
光
課
を
地
域
振
興
課
に
改

め
、
企
画
財
政
課
の
移
住
定
住
や
地
域

お
こ
し
系
を
移
し
て
町
の
振
興
に
つ
い

て
総
合
的
に
対
応
す
る
。
危
機
管
理
課

は
広
報
を
総
務
課
に
、
統
計
系
を
企
画

財
政
課
に
移
す
。
企
画
財
政
課
は
広
域

連
携
、
統
計
系
を
加
え
る
。

⑩
上
松
町
議
会
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

【
制
定
理
由
】
令
和
六
年
十
一
月
に
実

施
さ
れ
た
上
松
町
役
場
職
員
の
職
場
環

境
調
査
の
報
告
を
受
け
、
議
員
が
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
防
止
及
び
排
除
に
向
け
て
、

町
民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
議
会
を
実
現
す

る
た
め
制
定
す
る
も
の
。

主
な
質
疑
応
答

上
松
町
課
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

山
村
議
員　
地
域
振
興
課
は
職
務
分
掌

範
囲
が
広
過
ぎ
な
い
か
。

Ａ　

複
数
の
課
を
ま
た
ぐ
業
務
が
増
え

て
き
て
い
る
。
従
前
、
産
業
観
光
課
と

企
画
財
政
課
と
で
業
務
の
調
整
が
幾
度

と
な
く
必
要
に
な
り
、
今
回
、
他
の
課

の
内
容
も
精
査
し
て
改
正
し
た
。

小
林
議
員　
担
当
業
務
範
囲
の
増
加
と

共
に
係
が
増
え
て
、
課
長
の
負
担
が
増

大
し
な
い
か
。

Ａ　

課
長
、
課
長
補
佐
、
係
長
の
連
携

を
密
に
し
て
対
応
し
た
い
。

　

ね
ざ
め
ホ
テ
ル
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関

す
る
条
例
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定

管
理
者
を
指
定
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第

二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

対
象
施
設
： 

ね
ざ
め
ホ
テ
ル

指
定
候
補
者
： 

上
松
観
光
開
発
有
限
会
社

指
定
期
間
： 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
三
年
間

【
選
定
の
経
過
と
期
間
短
縮
の
理
由
】 

　

選
定
に
あ
た
っ
て
は
審
査
会
を
開
催
し
、
こ

れ
ま
で
の
運
営
実
績
や
今
後
の
運
営
方
針
、
コ

ロ
ナ
禍
で
借
り
入
れ
た
運
転
資
金
の
償
還
、
観

光
振
興
へ
の
寄
与
な
ど
を
慎
重
に
検
討
し
た
。

　

今
回
の
指
定
期
間
を
従
来
の
五
年
間
か
ら
三

年
間
と
し
た
理
由
は
以
下
の
通
り
。

施
設
の
老
朽
化
： 

本
館
は
一
九
九
三
年
の
改
築

か
ら
三
十
二
年
が
経
過
し
、
設
備
不
良
が
多
発
。

営
業
継
続
に
は
近
い
将
来
、
大
規
模
修
繕
と
多

額
の
投
資
が
必
要
に
な
る
。

経
営
状
況
： 

指
定
管
理
者
の
上
松
観
光
開
発

有
限
会
社
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
現
時
点
で

五
千
万
円
以
上
の
借
入
残
高
が
あ
る
状
況
。

　

こ
の
た
め
、
今
後
の
三
年
間
を
「
町
と
し
て

ホ
テ
ル
の
今
後
の
方
針
（
大
規
模
改
修
か
別
の

手
法
か
）
を
決
定
す
る
期
間
」
と
し
、
同
時
に

会
社
側
も
負
債
の
解
消
に
努
め
、
新
た
な
方
針

に
ス
ム
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
よ
う
検
討
を
行
う

期
間
と
す
る
も
の
。

条

例

の

制

定

及

び

改

廃

等

の

説

明

ね
ざ
め
ホ
テ
ル
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
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（
本
文
は
問
答
も
含
め
質
問
者
の
執
筆
に
よ
る
も
の
で
す
。）

一　

般　

質　

問

学校を残すため小中一貫の時期では
答 準備委員会を立ち上げ協議する
山本勝己　議員

Ｑ　
消
防
ホ
ー
ス
格
納
箱
が
新
し

く
な
っ
て
い
る
が
、
古
い
箱
が
そ

の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
。
景
観

上
見
苦
し
い
。
撤
去
の
予
定
は
い

つ
か
。

Ａ　

格
納
箱
の
費
用
は
、
町
が
負

担
し
て
い
る
が
、
管
理
は
各
地
区

に
お
願
い
し
て
い
る
。
撤
去
に
つ

い
て
は
各
地
区
に
な
る
。

Ｑ　
格
納
箱
の
表
記
が
バ
ラ
バ
ラ
、

色
も
赤
い
も
の
か
ら
黒
い
物
ま
で

あ
る
が
色
、
表
記
に
関
し
て
は
統

一
す
る
方
向
は
。

Ａ　

今
は
各
地
区
に
任
せ
て
い
る
。

Ｑ　
地
区
と
言
う
が
、
町
全
体
と

し
て
統
一
が
出
来
な
い
か
。
消
防

団
で
管
理
で
き
な
い
か
。

Ａ　

分
団
も
人
が
減
少
し
て
い
く

中
で
管
理
は
難
し
い
。
分
団
と
協

議
し
て
今
後
の
有
り
方
を
進
め
る
。

Ｑ　

町
が
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
に
委
託
し
て
い
る
公
衆
ト
イ

レ
の
清
掃
に
つ
い
て
伺
う
。
昨
年

の
全
国
熊
被
害
の
現
状
を
鑑
み
る

に
郊
外
の
公
衆
ト
イ
レ
の
清
掃
は

非
常
に
リ
ス
ク
を
伴
う
仕
事
に

な
っ
て
い
る
。
清
掃
を
し
て
い
る

方
と
話
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
が
熊

に
つ
い
て
危
惧
し
て
い
る
。
現
状

の
一
人
作
業
か
ら
監
視
員
を
同
行

す
る
二
人
作
業
に
し
て
は
如
何
か
、

又
身
を
守
る
熊
除
け
ス
プ
レ
ー
の

携
帯
を
お
願
い
し
た
い
。

Ａ　

町
と
し
て
も
危
惧
は
し
て
い

る
。
セ
ン
タ
ー
よ
り
依
頼
が
あ
れ

ば
協
議
す
る
。
ス
プ
レ
ー
は
貸
し

出
し
も
し
て
い
る
が
、
セ
ン
タ
ー

の
方
で
購
入
が
必
要
な
ら
ば
考
え

る
。

Ｑ　
人
口
減
少
が
進
む
中
、
小
学

校
の
生
徒
数
が
百
四
十
八
名
、
中

学
校
が
八
十
八
名
、
昨
年
の
新
生

児
九
名
と
益
々
子
ど
も
が
減
っ
て

い
く
。
今
、
小
中
一
貫
を
考
え
な

い
と
将
来
的
に
は
小
学
校
も
中
学

校
も
隣
町
と
の
統
合
に
踏
み
切
ら

ざ
る
を
得
な
く
な
り
町
か
ら
学
校

が
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

Ａ　

生
徒
数
の
減
少
は
、
学
校
の

有
り
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る
。
学
校
規
模
の
適
正
化
に
関

し
て
は
生
徒
に
対
す
る
教
育
条
件

の
改
善
を
考
え
、
準
備
委
員
会
を

立
ち
上
げ
協
議
し
て
い
く
。

Ｑ　
小
中
一
貫
を
考
え
た
時
、
空

い
た
片
方
の
施
設
は
体
験
型
施
設

と
し
て
稼
げ
る
施
設
と
し
て
活
用

し
て
い
け
な
い
か
。

Ａ　

生
徒
が
い
な
く
な
っ
て
も
建

物
の
維
持
費
は
掛
か
る
の
で
、
令

和
六
年
豊
明
市
に
議
員
視
察
さ
せ

て
頂
い
た
官
民
一
体
型
の
共
生
プ

ラ
ザ
（
カ
ラ
ッ
ト
）
の
様
な
施
設

が
出
来
れ
ば
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

住民の意見集約の活用について
答 オープンな場作りをして施策に反映したい
茂澄統一　議員

Ｑ　
地
区
懇
談
会
に
参
加
し
た
住

民
の
地
区
役
員
の
割
合
、
男
女
比

率
、
年
齢
構
成
は
。　

Ａ　

地
区
役
員
の
方
が
五
十
八
％

男
女
比
率
は
男
性
が
九
十
％
、
年

齢
構
成
は
七
十
歳
以
上
の
方
が

六
十
五
％
だ
っ
た
。

Ｑ　
地
区
役
員
以
外
の
一
般
住
民
、

あ
る
い
は
女
性
や
若
年
層
か
ら
意

見
収
集
す
る
こ
と
は
検
討
し
な
い

か
。

Ａ　

以
前
は
ブ
ロ
ッ
ク
毎
に
開
催

し
て
い
た
が
地
区
か
ら
の
要
望
を

受
け
て
、
地
区
に
出
向
い
て
開
催

す
る
な
ど
、
皆
さ
ん
に
参
加
し
や

す
い
状
況
つ
く
り
を
工
夫
し
て
い

る
。

Ｑ　
以
前
、
離
乳
食
講
習
会
に
出

向
い
て
子
育
て
真
っ
最
中
の
お
母

さ
ん
方
か
ら
具
体
的
な
要
望
を
聞

く
こ
と
が
で
き
た
。
管
理
職
以
上

で
は
な
い
、
一
般
職
員
で
も
い
い

か
ら
、
役
場
主
催
の
会
合
等
に
出

向
い
て
皆
さ
ん
の
要
望
を
聞
い
て

は
ど
う
か
。

Ａ　

町
内
の
各
種
団
体
に
出
向
い

て
意
見
を
聞
く
よ
う
に
し
て
い
る
。

お
年
寄
り
や
お
母
さ
ん
方
の
集
ま

り
に
出
向
く
等
住
民
の
声
を
聞
く

機
会
を
増
や
し
て
い
き
た
い
。
職

員
の
意
識
づ
け
も
し
て
ゆ
き
た
い
。

Ｑ　
こ
の
懇
談
会
の
意
見
が
具
現

化
さ
れ
た
例
は
あ
る
か
。

Ａ　

地
区
役
員
の
削
減
、
地
区
配

布
物
の
削
減
や
、
保
育
園
の
駐
車

場
の
確
保
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

Ｑ　
地
区
担
当
職
員
は
地
区
か
ら

役
場
へ
の
書
類
申
請
等
に
積
極
的

に
協
力
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

Ａ　

地
区
担
当
職
員
の
活
動
は
地

区
に
よ
っ
て
様
々
だ
が
、
各
地
区

の
敬
老
会
を
は
じ
め
と
す
る
行
事

の
手
伝
い
を
し
て
い
る
。
申
請
書

の
作
成
補
助
も
す
で
に
行
っ
て
い

る
。

Ｑ　
地
区
担
当
職
員
と
集
落
支
援

員
と
の
違
い
は
。

Ａ　

地
区
担
当
職
員
は
役
場
職
員

が
割
り
振
り
さ
れ
て
い
る
。
地
域

お
こ
し
協
力
隊
は
都
市
部
か
ら
移

住
し
て
地
域
の
課
題
に
取
り
組
む

制
度
だ
が
、
集
落
支
援
員
は
こ
れ

と
は
別
に
国
の
制
度
を
活
用
し
て
、

地
域
の
実
情
を
熟
知
し
た
住
民
に

よ
っ
て
地
域
の
福
祉
や
防
災
な
ど

多
岐
に
わ
た
る
活
動
に
従
事
す
る

こ
と
を
支
援
す
る
事
業
で
あ
る
。

Ｑ　
住
民
の
意
見
収
集
へ
の
町
長

の
意
気
込
み
は
。

Ａ　

住
民
の
為
の
行
政
業
務
と
い

う
職
員
の
意
識
改
革
の
一
環
と
し

て
の
庁
舎
の
総
合
案
内
は
、
そ
の

ま
ま
住
民
の
皆
様
の
声
を
聞
く
場

と
な
っ
て
い
る
。
こ
ま
め
に
地
区

回
り
も
し
た
い
。
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（
本
文
は
問
答
も
含
め
質
問
者
の
執
筆
に
よ
る
も
の
で
す
。）

一　

般　

質　

問
Ｑ　
小
規
模
自
治
体
の
公
権
力
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
は
閉
鎖
的
な
人
間
関

係
と
伝
統
的
上
下
関
係
が
圧
力
と

な
る
特
徴
が
あ
る
。
町
の
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
防
止
条
例
制
定
は
い
つ
か
。

Ａ　

九
月
に
向
け
制
定
を
進
め
る
。

Ｑ　
公
権
力
の
あ
る
町
長
の
影
響

下
の
身
内
の
調
査
体
制
で
町
長
の

パ
ワ
ハ
ラ
か
ら
被
害
者
を
救
済
す

る
中
立
公
正
の
担
保
は
あ
る
か
。

Ａ　

令
和
六
年
九
月
に
規
定
し
た

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
苦
情
処
理
委
員
会
、

利
害
関
係
者
除
外
な
ど
で
対
応
。

Ｑ　
町
長
が
当
事
者
と
な
る
深
刻

か
つ
客
観
的
事
態
に
お
い
て
行
政

組
織
内
部
で
の
解
決
は
不
可
能
で

あ
る
。
権
力
構
造
か
ら
完
全
に
独

立
し
強
い
調
査
権
限
を
持
つ
第
三

者
委
員
会
の
設
置
は
考
え
な
い
か
。

Ａ　

条
例
制
定
の
中
で
必
要
と
な

れ
ば
検
討
し
て
い
く
。

Ｑ　
一
般
論
で
町
長
他
が
捜
査
機

関
や
人
権
侵
犯
調
査
を
受
け
た
場

合
の
住
民
へ
の
説
明
責
任
を
伺
う
。

Ａ　

守
秘
義
務
や
法
的
問
題
を
調

べ
て
か
ら
と
な
る
。

Ｑ　

準
防
火
地
域
指
定
か
ら

七
十
五
年
経
過
。
当
規
制
が
新
築

や
リ
フ
ォ
ー
ム
の
建
築
コ
ス
ト
を

大
幅
に
押
上
げ
空
き
家
再
生
、
若

者
定
住
の
壁
と
な
る
。
木
曽
町
、

南
木
曽
町
、
大
桑
村
に
は
準
防
火

地
域
が
な
い
。
指
定
地
域
内
の
既

存
不
適
格
建
物
は
概
ね
何
件
か
。

Ａ　

町
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
。

Ｑ　
こ
の
答
弁
は
延
焼
防
止
目
的

で
あ
る
準
防
火
地
域
で
あ
る
こ
と

と
全
く
矛
盾
す
る
。
な
お
上
松
町

の
み
に
指
定
が
あ
る
の
は
何
故
か
。

Ａ　

歴
史
的
な
背
景
が
あ
る
。

Ｑ　
準
防
火
地
域
の
指
定
解
除
又

は
区
域
変
更
に
よ
り
新
築
や
空
き

家
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
大
幅
減
・
住

宅
開
発
や
空
き
家
有
効
利
用
促

進
・
産
地
木
材
使
用
・
建
築
業
活

性
化
の
好
循
環
が
期
待
で
き
る
。

Ａ　

安
全
性
確
保
と
代
替
措
置
、

延
焼
評
価
方
法
が
明
確
で
な
い
と

指
定
解
除
・
区
域
変
更
は
難
し
い
。

Ｑ　
事
業
の
住
民
説
明
・
意
見
募

集
・
広
報
の
基
準
は
あ
る
か
。
木

曽
川
横
断
小
野
ケ
谷
橋
、
関
電
社

宅
一
棟
借
り
は
何
れ
も
行
っ
て
い

な
い
が
整
合
は
取
れ
て
い
る
の
か
。

Ａ　

明
確
な
基
準
は
な
い
が
住
民

へ
の
影
響
と
必
要
性
で
判
断
し
て

お
り
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

準防火地域変更で住宅増改築を活性化すべき
答 昭和２５年以前の火災の歴史的な背景がある
森　茂雄　議員 本文注　　準防火指定地域：市街地における火災の危険を防除するため定める地域　　２２条区域：防火地域・準防火地域以外の木造

住宅地に指定　　既存不適格建物：建設当時は適法だったが、法改正や都市計画変更で現在の建築基準法に合わなくなった建物

上
松
町
に
残
る
準
防
火
地
域
と

上
松
町
に
残
る
準
防
火
地
域
と
2222
条
区
域

条
区
域

町内の空き家の利活用をどう考えるか
答 町内の空き家を凱

が い せ ん も ん

旋者イベントに活用したい
鈴木紀夫　議員

Ｑ　
空
き
家
は
何
軒
確
認
さ
れ
て

お
り
、
空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
さ

れ
て
い
る
家
と
土
地
は
何
件
か
。

Ａ　

二
年
ほ
ど
前
に
調
査
し
た
時

点
で
空
き
家
は
三
百
戸
程
で
あ
っ

た
。
空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
さ
れ

て
い
る
家
屋
は
十
六
件
、
土
地
は

七
件
。（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
非
公
開

も
含
む
）

Ｑ　
空
き
家
の
所
有
者
で
維
持
管

理
に
積
極
的
な
方
の
割
合
は
ど
の

く
ら
い
か
。

Ａ　

二
年
ほ
ど
前
の
空
き
家
の
実

態
調
査
で
は
、
近
場
に
い
な
い
の

で
売
り
た
い
、
手
放
し
た
い
と
言

う
相
談
が
か
な
り
あ
っ
た
。
理
由

と
し
て
は
維
持
管
理
や
固
定
資
産

税
の
負
担
が
上
げ
ら
れ
る
。
割
合

は
不
明
で
あ
る
。

　

空
き
家
管
理
支
援
制
度
を
活
用

し
て
い
る
方
は
現
在
六
名
い
る
。

Ｑ　
空
き
家
管
理
支
援
制
度
と
は

な
に
か
。

Ａ　

令
和
三
年
度
か
ら
行
っ
て
い

る
制
度
で
、
役
場
に
空
き
家
の
情

報
を
登
録
す
る
こ
と
で
、
年
に
一

回
役
場
の
職
員
が
物
件
の
写
真
を

撮
り
、
気
に
な
る
箇
所
を
管
理
者

の
方
へ
連
絡
を
す
る
。
状
況
を
把

握
す
る
こ
と
で
近
隣
の
方
と
の
ト

ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止
に
な
る
。

　

た
だ
し
空
き
家
管
理
の
代
行
で

は
な
い
。

Ｑ　

今
ま
で
に
何
件
の
代
執
行
。

い
わ
ゆ
る
特
定
空
き
家
除
却
が
行

わ
れ
た
か
。

Ａ　

相
続
放
棄
さ
れ
、
除
却
さ
れ

た
特
定
空
き
家
は
ゼ
ロ
件
で
あ
る
。

Ｑ　
空
き
家
の
相
続
が
放
棄
さ
れ

て
、
除
却
さ
れ
る
代
執
行
の
負
担

金
は
ど
こ
の
も
の
に
な
る
の
か
。

Ａ　

相
続
放
棄
ま
た
相
続
人
が
不

存
在
の
時
は
裁
判
所
へ
相
続
財
産

清
算
人
の
選
任
を
依
頼
し
、
清
算

人
に
予
納
金
百
万
円
を
支
払
う
。

清
算
人
が
解
体
費
用
百
万
円
を
超

え
た
場
合
は
町
が
負
担
す
る
。
予

納
金
百
万
円
の
半
分
は
国
の
補
助

と
な
る
。

Ｑ　
京
都
市
で
は
、
京
都
市
非
居

住
住
宅
利
活
用
促
進
税
条
例
を
制

定
し
た
。
こ
れ
は
空
き
家
の
市
場

へ
の
利
活
用
を
促
す
も
の
で
あ
る
。

町
も
検
討
し
な
い
か
。

Ａ　

先
行
事
例
と
し
て
確
認
し
て

い
る
。
検
討
し
た
い
。
空
き
家
の

有
効
活
用
と
し
て
、
協
力
隊
の
凱

旋
者
イ
ベ
ン
ト
を
町
中
心
部
の
空

き
家
を
使
っ
て
行
い
た
い
と
考
え

て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
町
内
の
空

き
家
を
有
効
活
用
し
て
、
新
し
い

木
の
文
化
の
創
造
と
い
っ
た
こ
と

に
つ
な
が
れ
ば
良
い
と
思
っ
て
い

る
。
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（
本
文
は
問
答
も
含
め
質
問
者
の
執
筆
に
よ
る
も
の
で
す
。）

一　

般　

質　

問

文化財の保護・伝承と、観光への活用
答 人が集まる可能性があれば必要あると思う
村上眞章　議員

Ｑ　

上
松
小
学
校
に
は
、「
木
曽

の
桟
か
け
ま
く
も
」
で
始
ま
る
校

歌
が
あ
り
、
第
一
校
歌
と
位
置
付

け
て
あ
る
。
第
一
校
歌
は
歌
わ
れ

て
い
る
か
。

Ａ　

昭
和
五
十
四
年
開
校
百
周
年

の
記
念
行
事
に
歌
っ
た
記
録
が
あ

る
が
、
今
は
歌
わ
れ
て
い
な
い
。

Ｑ　

小
学
校
で
「
民
話
や
伝
説
」

を
伝
え
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
あ
る

か
。

Ａ　

授
業
は
教
育
指
導
要
領
に
添

い
行
わ
れ
て
お
り
、「
民
話
や
伝

説
」
等
に
関
す
る
授
業
は
な
い
。

Ｑ　

第
一
校
歌
の
三
番
に
、「
高

倉
の
宮
の
灯
」
と
い
う
歌
詞
が
あ

る
。

　
現
地
で
は
平
成
二
十
二
年
石
の

祠
に
改
修
さ
れ
た
が
、
文
化
財
と

し
調
査
や
確
認
作
業
を
行
っ
た
か
。

Ａ　

祠
は
個
人
所
有
で
文
化
財
に

な
っ
て
お
ら
ず
、
調
査
・
確
認
作

業
は
行
っ
て
な
い
。

Ｑ　
東
野
の
「
阿
弥
陀
堂
」
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。

Ａ　

町
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

お
り
、
所
有
者
は
東
野
地
区
ゆ
か

り
の
方
だ
。
室
内
に
劣
化
が
見
ら

れ
大
規
模
改
修
の
必
要
が
あ
る
。

Ｑ　
慰
霊
碑
の
管
理
は
誰
が
し
て

い
る
か
。

Ａ　

遺
族
会
と
話
を
し
た
中
で
、

町
も
絡
み
な
が
ら
み
ん
な
で
管
理

を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。

Ｑ　
「
高
倉
の
一
つ
灯
」
伝
説
や

「
高
倉
神
社
」「
姫
宮
神
社
」
を
一

つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
観
光
に

利
用
出
来
な
い
か
。

Ａ　

高
倉
地
区
は
観
光
ま
ち
づ
く

り
計
画
の
中
で
も
注
目
度
が
高
い
。

　

色
々
な
取
り
組
み
の
中
で
生
か

し
て
い
き
た
い
。
都
会
に
な
い
風

景
は
価
値
観
が
高
く
評
価
さ
れ
る
。

Ｑ　
伝
承
者
の
育
成
や
活
動
の
支

援
と
は
ど
の
様
な
策
か
。

Ａ　

育
成
は
文
化
財
保
護
審
議
会

で
も
一
番
の
課
題
と
し
て
捉
え
て

い
る
。
観
光
協
会
等
と
タ
イ
ア
ッ

プ
し
て
図
っ
て
い
く
。
上
松
中
学

校
が
県
教
育
委
員
会
の
学
び
の
改

革
支
援
課
研
究
校
に
指
定
さ
れ
た

の
で
、
地
域
の
行
事
、
文
化
を
学

び
地
域
に
生
き
る
、
そ
の
様
な
事

業
に
取
り
組
み
伝
承
者
を
育
成
し

た
い
。

Ｑ　
施
政
方
針
の
「
町
の
宝
さ
が

し
」
の
「
宝
」
は
、
町
の
「
伝
説

と
民
話・神
話
」
だ
と
思
う
。「
檜

に
神
宿
る
町
」
に
「
伝
説
と
民
話

の
里
」
を
加
え
た
ら
ど
う
か
。

Ａ　

無
形
文
化
財
は
地
域
の
繋
が

り
を
深
め
て
お
り
、
一
度
捨
て
る

と
取
り
戻
せ
な
い
。
私
達
は
架
け

橋
と
し
て
次
世
代
に
繋
ぐ
義
務
が

あ
る
。

協力隊募集に移住定住イベントも活用すべき
答 イベントの情報収集をして活用検討していく
小林信彦　議員

Ｑ　
町
長
の
施
政
方
針
の
未
利
用

資
源
の
活
用
と
し
て
の
空
き
家
活

用
に
関
し
て
。
空
き
家
バ
ン
ク
の

稼
働
状
況
は
。

Ａ　

令
和
五
年
度
が
登
録
十
件
、

契
約
三
件
。
令
和
六
年
度
が
登
録

十
一
件
、
契
約
七
件
。
今
年
度
が

現
在
登
録
十
三
件
、
契
約
六
件
。

Ｑ　
だ
ん
だ
ん
年
間
の
登
録
数
も

増
え
て
空
き
家
バ
ン
ク
の
活
用
が

進
ん
で
い
る
と
感
じ
た
。
た
だ
、

空
き
家
バ
ン
ク
に
よ
る
活
用
は
個

人
の
住
居
と
な
る
た
め
、
ど
の
よ

う
に
空
き
家
が
活
用
さ
れ
た
か
、

活
用
で
き
る
の
か
が
、
移
住
を
検

討
し
て
い
る
人
に
伝
え
ら
れ
な
い
。

以
前
、
町
事
業
で
町
が
空
き
家
を

改
修
・
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
て
町

営
住
宅
等
と
し
て
貸
し
出
す
事
業

が
予
算
化
さ
れ
て
い
た
が
、
最
終

的
に
実
施
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と

認
識
し
て
い
る
。
移
住
検
討
者
に

対
し
て
空
き
家
活
用
方
法
を
発
信

で
き
る
有
効
な
事
業
と
期
待
し
て

い
た
。
当
時
の
事
業
目
的
と
現
在

も
町
と
し
て
本
事
業
の
必
要
性
が

あ
る
か
ど
う
か
伺
う
。

Ａ　

空
き
家
の
利
活
用
を
一
年
に

一
件
で
も
し
て
い
き
た
い
と
い
う

目
的
か
ら
、
国
の
制
度
を
活
用
し

て
空
き
家
を
利
活
用
し
て
町
営
住

宅
と
し
て
貸
し
出
す
形
を
予
定
し

て
い
た
が
、
物
件
の
調
整
が
う
ま

く
い
か
ず
実
施
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
現
在
も
空
き
家
の
利
活
用
の

一
つ
の
手
段
と
し
て
事
業
の
必
要

性
は
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

Ｑ　
現
在
募
集
し
て
い
る
サ
ウ
ナ

事
業
担
当
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊

の
応
募
状
況
は
。

Ａ　

令
和
七
年
十
二
月
か
ら
募
集

を
開
始
し
て
い
る
が
現
段
階
で
の

応
募
は
な
い
。
今
は
随
時
募
集
に

切
り
替
え
て
募
集
し
て
い
る
。

Ｑ　
募
集
に
関
し
て
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
掲
載
以
外
に
、
東
京
や
名

古
屋
で
開
催
さ
れ
る
移
住
定
住
イ

ベ
ン
ト
等
の
リ
ア
ル
イ
ベ
ン
ト
で

の
募
集
出
展
の
実
績
は
あ
る
か
。

Ａ　

こ
れ
ま
で
、
平
成
二
十
七
年

及
び
令
和
元
年
度
に
参
加
の
実
績

は
あ
る
が
、
こ
こ
数
年
の
イ
ベ
ン

ト
出
展
は
な
い
。

Ｑ　
地
域
お
こ
し
協
力
隊
募
集
の

イ
ベ
ン
ト
出
展
に
か
か
る
経
費
は

国
の
特
別
交
付
税
措
置
さ
れ
る
。

上
松
町
の
木
工
や
サ
ウ
ナ
と
い
う

特
色
の
あ
る
募
集
内
容
は
、
直
接

話
さ
な
い
と
魅
力
や
想
い
が
伝
わ

ら
な
か
っ
た
り
、
応
募
者
側
の
熱

量
も
分
か
ら
な
い
。
今
後
イ
ベ
ン

ト
出
展
を
積
極
的
に
お
こ
な
っ
て

は
ど
う
か
。

Ａ　

今
後
イ
ベ
ン
ト
の
情
報
収
集

し
な
が
ら
、
リ
ア
ル
イ
ベ
ン
ト
の

活
用
も
検
討
し
て
い
く
。
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【
二
月
五
日
】

◆
松
塩
筑
木
曽
老
人
福
祉
施
設
組
合
の
今

後
に
つ
い
て

現
状
と
課
題
：
施
設
の
老
朽
化
、
人
手
不

足
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
休
止
等
に
よ
り
赤
字

が
継
続
。
こ
の
ま
ま
で
は
令
和
九
年
度
に

予
算
が
組
め
ず
、
運
営
不
能
（
利
用
者
の

行
き
場
が
な
く
な
る
恐
れ
）
に
陥
る
見
込

み
。

負
担
金
割
合
の
見
直
し：
こ
れ
ま
で
の「
人

口
割
・
均
等
割
」か
ら
、実
態
に
即
し
た「
入

所
者
数
に
応
じ
た
割
合
」
へ
変
更
す
る
こ

と
で
合
意
。
安
曇
野
市
な
ど
の
大
規
模
自

治
体
の
負
担
が
少
な
く
見
え
る
の
は
、
民

間
施
設
が
充
実
し
て
お
り
組
合
施
設
の
利

用
者
が
少
な
い
と
い
う
背
景
が
あ
る
。

今
後
の
流
れ
：
令
和
九
年
〜
十
一
年
の
三

年
間
の
暫
定
的
な
措
置
と
し
、
そ
の
間
に

民
間
移
管
や
再
編
を
検
討
す
る
。
三
月
議

会
に
規
約
改
正
案
を
提
出
し
、
各
町
村
の

議
決
を
求
め
る
予
定
。

◆
第
六
次
上
松
町
総
合
計
画
（
後
期
基
本

計
画
）
の
策
定
状
況

現
状
：
審
議
会
委
員
か
ら
多
く
の
意
見
が

出
さ
れ
た
た
め
、
各
課
と
の
調
整
に
時
間

を
要
し
、
当
初
予
定
よ
り
素
案
の
提
示
が

遅
れ
て
い
る
。

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
予
定
）

二
月
十
二
日
：
議
員
へ
素
案
を
提
示
。

二
月
二
十
四
日：
議
員
か
ら
の
意
見
集
約
・

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施
。

三
月
上
旬
：
第
二
回
審
議
会
に
て
答
申
受

領
。

三
月
十
一
日
：
三
月
定
例
会
に
議
案
と
し

て
提
出
。

三
月
十
三
日
：
最
終
日
に
採
決
・
議
決
を

目
指
す
。

【
三
月
三
日
】

◆
国
民
健
康
保
険
税
の
改
正
（
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
金
制
度
の
創
設
）

　

国
の
法
律
改
正
に
伴
い
、
令
和
八
年
度

か
ら
新
た
に
導
入
さ
れ
る
「
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
金
」
に
対
応
す
る
た
め
の
税
率

改
正
。

改
正
の
理
由
：
国
の
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
金
制
度
が
令
和
八
年
度
か
ら
段
階
的
に

導
入
さ
れ
る
た
め
。

　

医
療
保
険
料
（
国
保
税
）
と
あ
わ
せ
て

徴
収
す
る
仕
組
み
に
な
る
。

町
の
方
針：
県
が
示
す
「
標
準
保
険
料
率
」

を
参
考
に
支
援
金
分
を
賦
課
す
る
規
定
を

新
設
す
る
。
支
援
金
分
以
外
の
税
率
に
つ

い
て
は
、
今
回
は
「
据
え
置
き
」
と
す
る
。

今
後
の
流
れ
：
三
月
中
に
国
の
政
令
が
出

た
後
、
町
長
に
よ
る
「
専
決
処
分
（
緊
急

の
決
定
）」
を
行
い
、
次
回
の
議
会
で
承

認
を
求
め
る
。

　

施
行
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
。

全

員

協

議

会

報

告

松塩筑木曽老人福祉施設組合議会報告
令和 8 年２月定例会　 ２月１６日
●議案

条　 例
松塩筑木曽老人福祉施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例の一部を改正する条例 可　決

年度予算
令和８年度松塩筑木曽老人福祉施設組合一般会計予算

予算総額  ４６億４，３００万円 可　決

補正予算
令和７年度松塩筑木曽老人福祉施設組合一般会計補正予算（第２号）

補正額　３，６００万円　補正後の総額　４６億２，３００万円 可　決

報　 告
管理者の専決処分事項の指定に係る報告　介護事故に係る専決処分４件（人身
事故４件） ━

●議員全員協議会		
　1. 報告事項	 （1）組合施設の検討状況について
	 （2）組合施設の民間事業者活用方針について
	 （3）施設閉鎖に伴う家族説明会の実施と意向調査の結果について
	 （4）国の補正予算及び報酬改定への対応について
	 （5）投資・財政計画（収支計画）の更新について
	 （6）第六次基本計画（第 1期中期計画）の中間報告について
	 （7）長野県災害福祉支援体制強化等モデル事業について
	 （8）令和 8年度松塩筑木曽老人福祉施設組合予定表について
　2. 協議事項	 組合条例の専決処分について
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主
な
質
疑

森
議
員　
こ
の
支
援
金
制
度
へ
の
加
入
は

任
意
か
、
義
務
か
。

Ａ　

法
律
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
）

に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
税

金
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
た
め
「
義
務
」。

森
議
員　
負
担
金
の
割
合
や
税
率
に
つ
い

て
、
町
に
決
定
権
は
あ
る
か
。

Ａ　

各
自
治
体
の
税
率
は
、県
が
示
す「
標

準
税
率
」
を
参
考
に
し
つ
つ
、
町
の
「
国

民
健
康
保
険
事
業
運
営
協
議
会
」
に
諮
問

し
た
上
で
、
最
終
的
に
町
が
決
定
す
る
。

◆
観
光
ま
ち
づ
く
り
会
社
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
）「
ま

ち
づ
く
り
会
社
（
仮
称
）」
の
設
立

　

上
松
町
観
光
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
具
体

的
に
進
め
る
た
め
、
町
が
出
資
し
て
「
特

定
の
目
的
に
特
化
し
た
会
社
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
）」

を
立
ち
上
げ
る
。

▼
事
業
の
三
本
柱

空
き
家
活
用
：
古
民
家
を
再
生
し
、
ホ
テ

ル
や
レ
ス
ト
ラ
ン
と
し
て
活
用
（
第
一
期

は
二
〜
三
棟
を
予
定
）。

資
金
調
達
：
行
政
に
頼
り
す
ぎ
ず
、
金
融

機
関
の
融
資
や
フ
ァ
ン
ド
、
国
の
交
付
金

を
活
用
。

人
材
育
成
：
外
部
か
ら
経
営
者
を
呼
び
込

み
、
移
住
・
定
住
や
産
業
振
興
に
繋
げ
る
。

▼
組
織
と
リ
ス
ク
管
理

構
成
：
法
人
四
社
、
個
人
一
名
、
専
門
組

織
（
Ｎ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
社
）、
上
松
町
（
出
資
金

十
万
円
）
の
計
七
団
体
。

非
営
利
性
：
利
益
は
次
の
事
業
投
資
や
返

済
に
充
て
る
。

リ
ス
ク
：「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
」
に
よ
り
、
万
が
一
倒
産
し
て
も
町
や

出
資
者
に
債
務
（
借
金
）
の
し
わ
寄
せ
が

い
か
な
い
仕
組
み
を
目
指
す
。

主
な
質
疑

鈴
木
議
員　
い
つ
か
ら
事
業
を
開
始
す
る

予
定
か
。

Ａ　

令
和
八
年
六
月
三
日
の
設
立
を
目
指

し
て
い
る
が
、
金
融
機
関
と
の
融
資
交
渉

次
第
で
前
後
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

鈴
木
議
員　
地
産
地
消
以
外
に
上
松
な
ら

で
は
の
特
徴
と
し
て
何
を
目
指
す
か
。

Ａ　

遊
休
農
地
で
の
野
菜
作
り
や
、
町
内

で
発
電
し
た
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
宿
泊
施

設
で
使
う
な
ど
、
町
内
循
環
型
の
理
想
的

な
モ
デ
ル
を
目
指
す
。

鈴
木
議
員　
宿
泊
料
は
高
額
（
一
泊
三
万

〜
五
万
円
等
）
を
目
指
す
の
か
。

Ａ　

高
単
価
に
設
定
し
、
地
域
住
民
の
負

担
（
労
働
量
）
を
増
や
し
過
ぎ
ず
に
採
算

が
合
う
経
営
を
目
指
す
。

鈴
木
議
員　
社
長
や
従
業
員
の
給
料
は
、

ホ
テ
ル
の
利
益
か
ら
出
す
の
か
。

Ａ　

開
業
ま
で
の
約
三
年
間
は
収
入
が
な

い
た
め
、
そ
の
間
の
給
与
も
含
め
て
銀
行

融
資
を
受
け
る
計
画
。

山
本
議
員　
実
務
（
働
く
人
）
は
誰
が
担

う
の
か
。
別
か
ら
採
用
す
る
の
か
。

Ａ　

代
表
（
社
長
）
は
出
資
者
（
取
締
役
）

の
中
か
ら
選
出
し
、
事
務
員
に
つ
い
て
は

民
間
か
ら
一
般
募
集
し
て
採
用
す
る
構
想
。

山
村
議
員　
地
域
住
民
か
ら
「
勝
手
に
進

め
て
い
る
」
と
不
満
が
出
な
い
よ
う
、
連

携
を
密
に
す
べ
き
で
は
。

Ａ　

 

現
在
、
候
補
物
件
が
あ
る
地
区
の

説
明
会
は
実
施
し
て
い
る
が
、
今
後
も
景

色
や
建
物
の
良
さ
を
活
か
し
つ
つ
、
住
民

を
巻
き
込
ん
で
広
げ
て
い
け
る
よ
う
配
慮

す
る
。

森
議
員　

詳
細
な
事
業
計
画
（
収
支
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
は
作
る
の
か
。

Ａ　

現
在
、
改
修
費
を
計
算
中
で
、
そ
れ

が
出
来
次
第
、
三
年
間
の
事
業
計
画
を
作

成
す
る
。

森
議
員　
既
存
の
「
ね
ざ
め
ホ
テ
ル
」
と

競
合
し
て
、
町
に
デ
メ
リ
ッ
ト
は
な
い
か
。

Ａ　

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
客
層
や
目
的
が

全
く
異
な
る
た
め
、
競
合
で
は
な
く
「
共

存
」
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

森
議
員　
町
が
負
う
リ
ス
ク
は
本
当
に
な

い
の
か
。（
出
資
者
や
住
民
へ
の
リ
ス
ク

な
ど
）

Ａ　

銀
行
と
は
「
事
業
失
敗
時
も
町
や
出

資
者
が
個
別
に
負
債
を
負
わ
な
い
」
条
件

で
交
渉
す
る
。
町
と
し
て
は
設
立
時
の
出

資
（
十
万
円
）
以
外
、
追
加
の
出
資
は
一

切
行
わ
な
い
方
針
。

森
議
員　
ホ
テ
ル
だ
け
で
な
く
、
空
き
家

を
「
住
宅
」
と
し
て
活
用
す
る
優
先
度
を

上
げ
ら
れ
な
い
か
。

Ａ　

ま
ず
は
「
空
き
家
で
こ
れ
だ
け
の
こ

と
が
で
き
る
」
と
い
う
モ
デ
ル
事
業
（
ホ

テ
ル
）
を
成
功
さ
せ
る
。
住
宅
活
用
は
将

来
的
な
目
標
と
し
、
町
と
連
携
し
て
進
め

て
い
く
。

水
澤
議
員　
事
例
の
他
地
域
が
「
自
立
・

自
走
」
す
る
ま
で
、
ど
の
く
ら
い
の
期
間

が
か
か
っ
た
か
。

Ａ　

お
よ
そ
五
年
ほ
ど
か
か
っ
て
い
る
。

水
澤
議
員　
具
体
的
に
住
民
に
「
何
を
協

力
し
て
ほ
し
い
か
」
を
事
前
に
説
明
す
べ

き
で
は
。

Ａ　

 

今
後
、
運
営
会
社
が
決
ま
っ
た
段

階
で
、
清
掃
や
ベ
ッ
ド
メ
イ
キ
ン
グ
、
農

家
の
お
か
ず
に
よ
る
朝
食
提
供
な
ど
、
具

体
的
な
協
力
内
容
を
相
談
し
て
い
く
予
定
。

◆
そ
の
他

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
行
動
計
画
：

新
型
コ
ロ
ナ
の
経
験
や
国
の
全
面
改
正
を

受
け
、
町
で
も
行
動
計
画
を
改
定
。
新
た

な
呼
吸
器
感
染
症
の
流
行
を
想
定
し
、
発

生
時
の
措
置
を
明
確
化
し
た
。今
後
、ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表
予
定
。
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町
長
か
ら
の
申
し
入
れ

　

令
和
七
年
十
月
二
十
三
日
発
行

の
「
あ
げ
ま
つ
議
会
だ
よ
り
」
第

百
九
十
二
号
に
お
け
る
森
茂
雄
議

員
の
一
般
質
問
欄
に
つ
い
て
、
町

長
か
ら
、
町
側
の
答
弁
内
容
・
趣

旨
と
異
な
る
と
思
わ
れ
る
記
載
が

複
数
あ
る
と
し
て
、
議
長
あ
て
に

申
し
入
れ
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

申
し
入
れ
で
は
、
行
政
が
議
会

報
編
集
に
関
与
す
る
意
図
は
な
い

こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
答
弁
趣

旨
を
逸
脱
し
た
内
容
の
掲
載
は
行

政
へ
の
信
頼
に
影
響
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
誤
り
が

あ
れ
ば
議
会
及
び
執
筆
者
の
責
任

に
お
い
て
精
査
・
対
応
す
る
こ
と
、

今
後
は
議
事
録
に
基
づ
く
正
確
な

記
載
を
求
め
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま

し
た
。

　

議
長
は
こ
れ
を
受
け
、
議
会
だ

よ
り
が
議
会
の
責
任
編
集
に
よ
る

公
的
な
広
報
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
申
し
入
れ
の
趣
旨
を
重
く
受

け
止
め
、
編
集
経
過
を
含
め
た
調

査
・
整
理
を
議
会
運
営
委
員
会
お

よ
び
議
会
報
編
集
特
別
委
員
会
に

付
託
し
ま
し
た
。

全
員
協
議
会
で
の
協
議

　

令
和
八
年
二
月
五
日
に
全
員

協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

町
長
か
ら
は
、
議
会
だ
よ
り

掲
載
後
に
住
民
よ
り
「
テ
レ
ビ

放
送
の
内
容
と
異
な
る
」
等
の

指
摘
が
あ
り
、
会
議
録
と
の
照

合
に
よ
り
答
弁
趣
旨
と
異
な
る

記
載
が
複
数
確
認
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
申
し
入
れ
に
至
っ
た
経

過
が
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
会
報
編
集
特
別
委
員
会
か

ら
は
、
編
集
段
階
に
お
い
て
当

該
箇
所
を
問
題
と
し
て
認
識
し

て
い
た
こ
と
、
修
正
文
を
提
示

し
た
が
森
議
員
よ
り
異
議
申
し

立
て
が
あ
っ
た
た
め
、
発
行
期

限
お
よ
び
執
筆
者
本
人
の
文
責

を
尊
重
し
原
文
の
ま
ま
掲
載
し

た
経
過
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
申
し
入
れ
箇
所
に
つ

い
て
精
査
し
た
結
果
、
掲
載
内

容
は
町
側
答
弁
の
趣
旨
を
逸
脱

し
た
も
の
で
あ
り
、
誤
り
で
あ

る
と
確
認
さ
れ
ま
し
た
。（
調

査
結
果
一
覧
表
参
照
）

　

議
会
報
編
集
特
別
委
員
長
は

誤
っ
た
内
容
を
掲
載
し
た
こ
と

に
対
し
謝
罪
し
ま
し
た
。

協
議
の
状
況

　

全
員
協
議
会
で
は
、
当
該
議

員
に
対
し
記
事
作
成
の
根
拠
に

つ
い
て
確
認
が
行
わ
れ
、
説
明

が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
議
会
と

し
て
は
そ
の
説
明
に
納
得
し
な

い
と
の
判
断
に
至
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
本
件
協
議
の
進
め
方

に
つ
い
て
は
、
当
該
議
員
か
ら

違
法
・
不
当
で
あ
る
と
の
主
張

や
、
行
政
の
関
与
を
問
題
と
す

る
見
解
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

最
終
的
な
措
置

　

議
会
運
営
委
員
会
お
よ
び
議

会
報
編
集
特
別
委
員
会
は
、
三

月
定
例
会
に
お
い
て
、
当
該
掲

載
内
容
は
町
側
答
弁
の
趣
旨
と

異
な
る
記
載
で
あ
る
と
判
断
し
、

議
長
は
発
行
責
任
者
と
し
て
の

責
任
、
当
該
議
員
は
執
筆
者
と

し
て
の
責
任
が
あ
る
と
の
結
論

を
報
告
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
、
議
長
か
ら
町

長
に
対
し
、
掲
載
内
容
に
つ
い

て
謝
罪
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

町長からの申し入れに対する議会の対応について

議会だより１９２号掲載　森茂雄議員一般質問記事　調査結果一覧表
項　目 掲載記事

（森議員執筆）
編集委員会が
提示した修正文 編集委員会による調査結果

見出し 全額補償しない、政策
決定に住民意見は不要

（修正文なし） 見出し部分も本来修正対象であったが、編集時
に見落とし、修正しなかった

木曽病院分娩廃
止に伴う自己負
担増

何が増分費用か不明で
あり全額補償は考えて
いない

何が増分費用か不明。
対象となる経費を考え
る必要がある

質問内容と答弁内容を一体で要約したことで、
議員自身の解釈が混入し、答弁側の趣旨・原意
を逸脱したもの

事故時の責任と
補償

事故等の責任と補償は
妊婦本人が措置すべき
話である

事故等の責任と補償は
事故の内容による

質問内容と答弁内容を一体で要約したことで、
議員自身の解釈が混入し、答弁側の趣旨・原意
を逸脱したもの

関電社宅貸付に
関する表現

住民の意見を聞く必要
はない

議会の議決は必要ない 町側答弁の「住民の意見を聞いて、やるかやら
ないかを決める性質のものではない」の趣旨と、
「住民の意見を聞く必要はない」との表現は同
一ではなく、掲載表現は要約として適切でない
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議員全員協議会における森茂雄議員の主張と議会判断の整理（主な論点を抜粋）
論　　点 森茂雄議員の主張 議会の判断
議会報編集特別委
員会の編集作業に
ついて

町長が発行前の広報誌に対し、裏面で
修正案を送り込み、記述を改変させよ
うとした不当な検閲が発端。議会が行
政の言いなりとなり、議会の議員の言
論を封殺しようとする行為は、議会の
独立性の放棄であり、民主主義の根絶
である。

議会運営委員会の調査により、議会報編集特別委員会
が議会報編集要領に基づいて行った編集行為に何ら問
題はなく、違法または不正な行為は確認されなかった。
議会の自律的な権能に基づいて編集されているとの結
論。

一般質問記事の根
拠について

会議録との逐語的一致を目的としたも
のではない。

質問内容と答弁内容を一体で要約したことで、議員自
身の解釈が混入し、答弁側の趣旨・原意を逸脱したもの、
または表現が要約として適切でない。
議会は森議員の説明には納得しないことで一致。

協議の進め方につ
いて

町長らによるパワハラ、検閲の証拠お
よび議長らによる数々の人権侵害の実
態を含む、全資料を法務局へ人権侵犯
事件として警察および検察庁へ、名誉
毀損、職権乱用強要の刑事事件として
それぞれ順次送付済み。人権侵犯事件
行為者または被告訴人が告訴人を調査
するという法治国家にあるまじき報復
行為である。関係者が調査主体となっ
ていることが、利益相反の状態にある
ので違法であり不当である。

・議会として事実確認と整理し、法令・会議規則に基
づく判断を行う。

・地方自治法第１３２条により、会議中は無礼な言葉
や「他人の私生活にわたる言論」をしてはならない
と規定されている。「被告訴人である」との発言はた
とえその事実が真実であっても、個人の社会的評価
を低下させる情報であり名誉毀損にあたる。

・個人の議員が独自の判断で相手を調査することはで
きないが、議会として決議・議長の諮問を受け設置
された調査委員会であれば、告訴人である議員を対
象として調査を行うことに何ら問題はない。

申し入れの経過
日　　付 経　　　過

	10 月	 6 日 議会報編集特別委員会にて森茂雄議員一般質問原稿を録音データと照合し、複数箇所の修正が必要と判断
	10 月	 8 日 議会報編集特別委員会委員長より森議員に修正内容をメールにて送付
	10 月	11 日 森議員より議会報編集特別委員会に対し異議申立書の提出
	10 月	14 日 議会報編集特別委員会正副委員長会・臨時委員会にて異議申し立てについて検討。森議員一般質問原

稿原文のまま掲載することを決定し、議長より発行許可を得た
	10 月	23 日 あげまつ議会だより１９２号発行
	12 月	 2 日 １２月定例会にて、町長より議長へ申し入れ
	12 月	 9 日 議会運営委員会・議会報編集特別委員会　合同会議

議長より議会運営委員会、議会報編集特別委員会へ付託
	1 月	 6 日 議会運営委員会・議会報編集特別委員会　合同会議
	1 月	30 日 議会運営委員会・議会報編集特別委員会　合同会議
	2 月	 5 日 議員全員協議会　
	2 月	24 日 議会運営委員会・議会報編集特別委員会　合同会議
	3 月	 3 日 ３月定例会にて議会運営委員会・議会報編集特別委員会審査報告

議長より町長に対して謝罪

今後の対応
　議会報編集要領では、一般質問記事は録音データをもとに質問者本人が要約して作成することとされてい
ますが、要約には解釈が入り得るため、編集委員会による確認の重要性が再確認されました。
　今後は、編集要領の再整理と共有を図るとともに十分な校正期間を取り、録音および会議録との照合を徹
底し、より正確な編集体制の構築に努めます。
　そのため、「広報あげまつ」と「あげまつ議会だより」を分離し、独立した発行体制とします。
　議会として本件を重く受け止め、町民の皆さまに正確で信頼される情報提供に努めてまいります。
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発
言
と
申
立
て
の
提
出

　

令
和
八
年
二
月
五
日
に
開
催

さ
れ
た
全
員
協
議
会
で
、「
あ

げ
ま
つ
議
会
だ
よ
り
」
一
般
質

問
欄
に
関
す
る
町
長
か
ら
の
申

し
入
れ
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ

れ
た
中
で
、
森
茂
雄
議
員
か
ら

不
適
切
な
言
語
行
為
が
あ
っ
た

と
し
、
二
月
九
日
、
議
会
報
編

集
特
別
委
員
会
委
員
長
よ
り
議

長
宛
て
に
「
議
会
に
お
け
る
不

適
切
な
言
語
行
為
に
関
す
る
申

立
書
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

申
立
書
の
内
容
と
対
応

　

申
立
書
で
は
、
森
茂
雄
議
員

が
、
特
定
の
議
員
に
対
し
違
法

行
為
の
主
体
で
あ
る
か
の
よ
う

に
断
定
す
る
発
言
が
あ
り
、
人

格
お
よ
び
職
務
上
の
信
用
を
著

し
く
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
件
は
個
人
に
対
す

る
発
言
で
あ
る
と
同
時
に
、
議

会
報
編
集
特
別
委
員
会
と
い
う

合
議
体
の
判
断
と
権
限
を
否
定

す
る
趣
旨
を
含
む
た
め
、
委
員

会
組
織
の
在
り
方
に
も
関
わ
る

問
題
と
し
て
整
理
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

議
長
は
こ
れ
を
受
理
し
、
議

会
運
営
委
員
会
へ
付
託
し
ま
し

た
。

　

委
員
会
で
は
、
当
該
発
言
の

事
実
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
内
容
が
地
方
自
治
法
第

百
三
十
二
条
に
定
め
る
「
無
礼

な
言
葉
」
に
該
当
し
、
会
議
規

則
に
定
め
る
議
会
の
品
位
を
損

な
う
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
ま

し
た
。

辞
職
勧
告
決
議

　

三
月
十
三
日
の
本
会
議
に
お

い
て
、「
上
松
町
議
会
議
員 

森

茂
雄
氏
に
対
す
る
議
員
辞
職
勧

告
決
議
」
が
発
議
さ
れ
、
賛
成

多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

決
議
で
は
、
一
連
の
発
言
お

よ
び
対
応
が
議
会
の
秩
序
お
よ

び
信
頼
を
損
な
う
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
、
公
職
に
あ
る
者
と
し

て
看
過
で
き
な
い
行
為
で
あ
る

と
し
て
、
自
ら
の
意
思
に
よ
る

辞
職
を
求
め
る
内
容
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

我
々
上
松
町
議
会
議
員
は
、
議
員

と
し
て
町
民
か
ら
負
託
を
受
け
た
立

場
と
職
責
を
十
分
に
認
識
し
、法
令
、

条
例
等
を
遵
守
し
、
良
識
を
も
っ
て

町
民
の
模
範
と
な
る
よ
う
行
動
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 　
「
あ
げ
ま
つ
議
会
だ
よ
り
」
一
般

質
問
欄
に
お
い
て
、
町
側
の
答
弁
内

容
お
よ
び
そ
の
趣
旨
と
異
な
る
と
考

え
ら
れ
る
記
載
が
あ
る
と
し
て
村
田

町
長
よ
り
対
応
を
求
め
る
申
し
入
れ

が
あ
り
、
議
会
議
長
よ
り
付
託
を
受

け
た
委
員
会
に
て
調
査
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。 

　

こ
の
事
案
に
対
し
、
森
茂
雄
議
員

は
、
議
会
運
営
委
員
会
・
議
会
報
編

集
特
別
委
員
会
の
合
同
調
査
ま
た
議

会
全
員
協
議
会
の
中
で
、
議
会
報
の

一
般
質
問
欄
に
答
弁
内
容
の
趣
旨
と

異
な
る
記
載
が
あ
っ
た
か
に
つ
い

て
、
真
摯
に
答
え
よ
う
と
は
せ
ず
、

町
長
か
ら
の
申
し
入
れ
に
基
づ
き
調

査
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
論
点

ず
ら
し
の
た
め
議
会
に
逆
質
問
を
繰

り
返
し
、
調
査
の
方
法
に
異
議
を
唱

え
、あ
た
か
も
自
分
（
森
茂
雄
議
員
）

が
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
並
び
に
人
権
侵

犯
を
受
け
て
い
る
と
の
印
象
操
作
を

行
い
、
議
会
全
員
協
議
会
の
開
催
に

対
し
公
開
処
刑
だ
と
称
し
、
又
自
ら

の
保
身
の
た
め
及
び
自
身
の
正
当
性

を
主
張
す
る
た
め
に
、
警
察
・
検
察

庁
へ
刑
事
事
件
と
し
て
送
付
す
る
等

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
、

上
松
町
議
会
議
員
に
対
し
反
論
を
行

い
議
会
の
対
応
を
批
判
し
て
い
ま

す
。
そ
の
上
、
議
長
よ
り
付
託
さ
れ

た
委
員
会
の
委
員
を
被
告
人
と
呼
ぶ

な
ど
、
町
職
員
、
議
会
議
員
の
複
数

人
を
、
被
告
人
と
発
言
し
た
こ
と
は

侮
辱
で
あ
り
、
名
誉
を
大
き
く
毀
損

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
森
茂
雄
議

員
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
事
案
を
一
方

的
に
曲
解
し
た
上
で
の
行
為
で
す
。

事
実
無
根
で
あ
り
、
根
拠
の
な
い
主

張
に
基
づ
き
町
理
事
者
・
議
会
議
員

を
貶
め
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
断
じ

て
許
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

　

令
和
八
年
二
月
五
日
に
開
催
さ
れ

た
議
会
全
員
協
議
会
に
て
、
協
議
し

た
町
長
か
ら
の
申
し
入
れ
書
に
関
す

る
質
疑
で
は
、
森
茂
雄
議
員
の
答
弁

及
び
説
明
に
対
し
、
森
茂
雄
議
員
を

除
く
出
席
議
員
全
員
が
納
得
し
て
い

ま
せ
ん
。 

　

森
茂
雄
議
員
に
お
い
て
は
、
議

会
報
編
集
特
別
委
員
長 

水
澤
ま

ど
か
議
員
に
対
し
全
員
協
議
会
の

中
で
、
公
的
な
場
に
お
け
る
断
定

的
か
つ
不
適
切
な
言
語
行
為
に
よ

り
、
水
澤
ま
ど
か
議
員
の
人
格
及

び
職
務
上
の
信
用
を
著
し
く
侵

害
し
ま
し
た
。
地
方
自
治
法
第 

一
三
二 

条
に
よ
り
個
人
的
評
価

を
低
下
さ
せ
る
発
言
で
あ
り
、
名

誉
毀
損
に
あ
た
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
本
調
査
を
森
茂
雄
議

員
の
納
得
で
き
る
手
法
で
進
め
な

い
と
、
警
察
等
に
追
加
資
料
を
提

出
す
る
と
、
議
会
に
対
し
て
牽
制

し
円
滑
な
運
営
を
阻
も
う
と
し
て

い
ま
す
。 

　

こ
れ
ら
一
連
の
行
為
は
、
公
職

に
あ
る
も
の
と
し
て
あ
る
ま
じ
き

行
為
で
あ
り
、
看
過
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。 

　

よ
っ
て
上
松
町
議
会
は
、
森
茂

雄
議
員
に
対
し
て
自
ら
の
意
思
に

よ
り
議
員
を
辞
職
す
る
よ
う
強
く

求
め
る
。

　

以
上
、
上
松
町
議
会
と
し
て
、

森
茂
雄
議
員
の
議
員
辞
職
勧
告
を

決
議
す
る
。 

　

令
和
八
年
三
月
十
三
日 

上
松
町
議
会

議
員
辞
職
勧
告
決
議
に
つ
い
て

上
松
町
議
会
議
員 

森 

茂
雄
氏
に
対
す
る

議
員
辞
職
勧
告
決
議
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委
員
会
や
個
人
活
動
以
外
の
件

一
月

五
日　
　
　

新
年
初
顔
合
わ
せ
会

十
七
日　
　

上
松
町
消
防
団
出
初
式

二
十
一
日　
議
会
運
営
研
修
会（
松
本
市
）

　
　
　
　
　

二
月

五
日　
　
　

上
松
町
議
会
臨
時
会

　
　
　
　
　

全
員
協
議
会

二
十
七
日　
木
曽
広
域
連
合
議
会

三
月

三
日　
　
　

上
松
町
議
会
定
例
会

　
　
　
　
　

全
員
協
議
会

十
一
日　
　

上
松
町
議
会
定
例
会

十
三
日　
　

上
松
町
議
会
定
例
会

　
　
　
　
　
　

四
月

五
日　
　
　

上
松
町
消
防
団
編
成
式

上
松
町
議
会
災
害
対
策
支
援
本
部
設
置
要
綱

及
び
大
規
模
災
害
発
生
時
の
上
松
町
議
員
の

行
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
制
定
に
つ
い
て

　

上
松
町
内
で
の
地
震
、
台
風
そ
の
他
の
事

象
に
お
け
る
災
害
発
生
時
に
は
、
上
松
町
議

会
議
員
も
迅
速
か
つ
適
切
な
活
動
が
求
め
ら

れ
る
た
め
、
上
松
町
災
害
対
策
本
部
と
連
携

を
図
り
、
被
害
の
拡
大
防
止
及
び
災
害
の
復

旧
並
び
に
被
災
者
の
支
援
に
寄
与
す
る
と
と

も
に
、
非
常
時
に
お
い
て
も
議
決
機
関
と
し

て
の
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

必
要
な
事
項
を
定
め
ま
し
た
。
今
後
こ
の
要

綱
を
災
害
時
の
議
員
の
行
動
の
指
針
と
し
な

が
ら
、
町
の
防
災
の
日
訓
練
等
に
も
活
用
し

て
ま
い
り
ま
す
。

上
松
町
監
査
委
員　

横
井
　
　
勇
　
　
氏

　

理
由　
新
規
選
任

同
意

人
権
擁
護
委
員
（
再
任
）

古
畑
　
弘
己
　
　
氏

　
同
意

人
権
擁
護
委
員
（
再
任
）

村
上
　
貴
美
子
　
氏

同
意

　

鎌
倉
寿
恵
議
員
が
一
身
上
の
都
合
に
よ

り
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
、

辞
職
さ
れ
ま
し
た
。

　

鎌
倉
議
員
は
平
成
二
十
七
年
五
月
か
ら
、

三
期
十
一
年
に
渡
り
議
員
を
務
め
ら
れ
ま
し

た
。

※
当
議
会
は
欠
員
一
名
と
な
り
ま
し
た
が
、

補
欠
選
挙
は
行
い
ま
せ
ん
。

編

集

後

記

　

今
年
は
寒
暖
差
が
激
し
く
、
雪
の
少
な
い
冬

と
な
り
ま
し
た
。
二
月
下
旬
に
米
・
イ
ス
ラ
エ

ル
が
イ
ラ
ン
を
攻
撃
し
、
た
く
さ
ん
の
命
が
奪

わ
れ
ま
し
た
こ
と
に
、
心
か
ら
悲
し
み
を
覚
え

ま
す
。

　

そ
し
て
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
も
様
々
な
影
響

が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
や
っ
と
訪
れ
た
あ
た
た

か
い
春
の
喜
び
に
影
を
落
と
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
議
会
で
は
村
田
町
長
が
謳
う
、
町
民

自
ら
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
機
運
の
醸
成
や

外
部
資
金
の
取
り
込
み
を
活
用
し
、
地
域
内
好

循
環
構
造
の
実
現
を
図
る
た
め
の
様
々
な
施
策

が
盛
り
込
ま
れ
た
令
和
八
年
度
当
初
予
算
が
議

決
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
第
六
次
上
松
町
総
合
計
画
後
期
基
本

計
画
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。
議
会
で
は
今
後
も

計
画
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
ま

す
。

　

今
ま
で
「
広
報
あ
げ
ま
つ
」
と
の
合
冊
で
「
あ

げ
ま
つ
議
会
だ
よ
り
」
を
発
行
し
て
お
り
ま
し

た
が
、
今
回
か
ら
単
独
で
発
行
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
経
緯
は
今
号
13
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

た
記
事
で
ご
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

議
会
報
編
集
特
別
委
員
会
で
は
、
公
正
中
立

に
、
わ
か
り
や
す
く
議
会
の
様
子
を
お
伝
え
で

き
る
よ
う
、
さ
ら
に
工
夫
と
努
力
を
し
て
参
り

ま
す
。
ど
う
ぞ
住
民
の
皆
様
か
ら
の
ご
意
見
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

〈
水
澤　

ま
ど
か
〉

過
去
の
議
会
だ
よ
り
も

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら

ご
覧
頂
け
ま
す
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会
報
告

議
会
活
動
報
告

選

任

上
松
町
議
会
議
員
の

辞
職
に
つ
い
て


